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職場におけるセクシュアルハラスメント

１．職場におけるセクシュアルハラスメントとは

Ⅰ

　男女雇用機会均等法第 11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防
止措置を講じることを義務付けています。労働者個人の問題として片付けるのではなく、雇用管理上
の問題と捉え、適切な対応をとることが必要です。

「職場」とは

　事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所
であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
　勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」
に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといった
ことを考慮して個別に行う必要があります。

●「職場」の例

・出張先　　　　・業務で使用する車中
・取材先　　　　・取引先の事務所
・顧客の自宅　　・取引先と打ち合わせをするための飲食店（接待の席も含む）

「労働者」とは

　正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、
事業主が雇用する全ての労働者をいいます。
　また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者（派
遣先事業主）も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講じる必要があります。

　職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性
的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言
動」により就業環境が害されることです。
　職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。
　また、被害を受ける者の性的指向（※１）や性自認（※２）にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュ
アルハラスメントに該当します。
　※１　人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか　								※２　性別に関する自己意識

＜男女雇用機会均等法第 11 条（抄）＞
　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労
働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害
されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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●ポイント●

「性的な言動」とは

　性的な内容の発言および性的な行動を指します。

●性的な言動の例
①性的な内容の発言
　性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報（噂）を流布すること、性的な冗談やから
かい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど。

②性的な行動
　性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示する
こと、強制わいせつ行為、強姦など。

●	事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラ
スメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異
性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します

●	職場におけるセクシュアルハラスメントに該当する場合には、行為者が取引先など社外の労働者
である場合や顧客であるような場合も、行為者が社内の場合と同様の対応が求められます。
なお、自社の労働者が取引先の労働者や顧客等へのセクシュアルハラスメントの行為者になら
ないよう、合わせて周知することが望まれます。

●	職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向（※１）又は性自認（※２）にかかわらず、
該当することがあり得ます。

　「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
　また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。

　　※１　人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか　　※２　性別に関する自己意識

コラム　　「性的指向」「性自認」とは？

　恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向のことを「性的指向（Sexual	
Orientation）」、自己の性別についての認識のことを「性自認（Gender	Identity）」といいます。　
性的指向や性自認はすべての人に関係する概念であり、そのあり方は人によって様々です。男性に
惹かれる人・女性に惹かれる人・どちらにも惹かれる人・どちらにも惹かれない人と、恋愛対象は
人それぞれですし、「自分は男性（又は女性）」と思う人もいれば、「どちらでもない」や「どちら
でもある」と思う人もいます。
　性的指向や性自認への理解を深め、差別的言動や嫌がらせが起こらないようにすることが重要で
す。
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２．職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

　「職場におけるセクシュアルハラスメント」には「対価型」と「環境型」があります。

「対価型セクシュアルハラスメント」とは

　労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、
減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不
利益を受けることです。

●典型的な例
・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労
働者を解雇すること。

・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者に
ついて不利益な配置転換をすること。

・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、
抗議されたため、その労働者を降格すること。

 「環境型セクシュアルハラスメント」とは

　労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に
重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

●典型的な例
・事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてそ
の就業意欲が低下していること。

・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、そ
の労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

・労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイトを
閲覧しているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

判断基準

　セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要がありま
す。また、「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働
者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性
が必要です。
　一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害
することとなり得ます。継続性又は繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにも
かかわらず放置された状態」又は「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業
環境が害されていると判断し得るものです。また、男女の認識の違いにより生じている面があること
を考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、
被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当
です。


